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○大東市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱 

平成１８年３月３１日 

要綱第１９号 

（目的） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第

１９条の３第３項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等（以下「小

児慢性特定疾病児童」という。）に対し、特殊寝台等の日常生活用具（以下「用具」と

いう。）を給付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

（給付対象者及び対象用具） 

第２条 給付の対象となる者（以下「対象者」という。）は、市内に住所を有する小児慢

性特定疾病児童（小児慢性特定疾病に係る施策以外の法による施策及び障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）による施

策の対象とならない者に限る。）でそれぞれ別表第１の対象者の欄に掲げる者であって、

その給付の対象となる用具は、同表の種目の欄に掲げる用具でそれぞれ同表の仕様の欄

に掲げる性能等を備えたものとする。 

（給付の申込み） 

第３条 対象者又は対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けようとするときは、市長に

対し、日常生活用具給付申込書（別記様式）に小児慢性特定疾病医療受給者証の写し及

び医師の診断書を添えて提出することにより申込みをしなければならない。 

（給付の決定） 

第４条 市長は、前条の申込みがあったときは、用具の給付の必要性を審査の上、給付の

決定をしたときは、その旨を書面により通知するとともに、別表第１の種目の欄に掲げ

る区分に応じ、同表の給付限度額の欄に掲げる額の範囲内において、用具の給付に係る

給付券を交付するものとする。 

（用具の給付） 

第５条 市長は、前条の規定により用具の給付を行う場合は、用具の製作又は販売を業と

する者（以下「業者」という。）に委託して行うものとする。 

２ 市長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよ

う経営規模、地理的条件、アフターサービス等の可能性を十分勘案の上、決定するもの

とする。 
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（費用の負担） 

第６条 用具の給付を受けた対象者の扶養義務者（以下「扶養義務者」という。）は、そ

の負担能力に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担しなければならない。 

２ 前項の規定により扶養義務者が負担する額は、別表第２に定める額とする。 

３ 扶養義務者が用具の給付を委託された業者から当該用具を受け取る場合は、第４条の

規定により交付された給付券を添えて、前２項の規定により負担することとされた額を

直接業者に支払わなければならない。 

４ 市長は、扶養義務者が前項の規定に反して業者に支払うべき額を支払わなかったため、

その支払わなかった額を市において支弁したときは、その扶養義務者から当該額を徴収

するものとする。 

（費用の請求等） 

第７条 用具を給付した業者が給付した用具に係る費用を請求しようとするときは、所定

の請求書を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の請求があったときは、速やかに費用を支払うものとし、その額は、用

具の給付に要する経費の額から扶養義務者が業者に支払った額を控除した額とする。 

（用具の管理） 

第８条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換

し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

２ 市長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反したときは、その者に対して当該

用具の給付に要した費用の返還を命ずることができる。 

（給付台帳の整理） 

第９条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、用具の給付の状況に係る台帳を整

備しておくものとする。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、用具の給付について必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

附 則（平成１９年要綱第１６号） 

この要綱は、公布の日から施行し、平成１８年１０月１日から適用する。 
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附 則（平成２０年要綱第７４号） 

この要綱は、公布の日から施行し、平成２０年７月１日から適用する。 

附 則（平成２３年要綱第３７号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年要綱第７０号） 

この要綱は、平成２４年１月１日から施行する。 

附 則（平成２５年要綱第２５号） 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年要綱第８５号） 

この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２９年要綱第３４号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年要綱第６号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年要綱第１０４号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式（次項において「旧様式」

という。）により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみ

なす。 

３ この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整

をして使用することができる。 

別表第１（第２条関係） 

対象者 種目 仕様 給付限度額 

性能等 耐用年数 

寝たきりの状

態にある者 

特殊マット じょくそう又は失禁等による汚

染若しくは損耗を防止できる機

能を有するもの 

５年 ２１，５６０円 
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特殊寝台 腕、脚等の訓練のできる器具を

附帯し、原則として使用者の頭

部及び脚部の傾斜角度を個別に

調整できる機能を有するもの 

８年 １６９，４００円 

体位変換器 介助者が小児慢性特定疾病児童

の体位を変換させるのに容易に

使用し得るもの 

５年 １６，５００円 

上肢機能に障

害のある者 

特殊便器 足踏ペタルにて温水及び温風を

出し得るもの。ただし、取替え

に当たり住宅改修を伴うものを

除く。 

８年 １６６，３２０円 

下肢が不自由

な者 

車椅子 小児慢性特定疾病児童の身体機

能を十分踏まえたものであっ

て、必要な強度と安定性を有す

るもの 

６年 ７７，４４０円 

歩行支援用具 おおむね次の性能を有する手す

り、スロープ、歩行器等 

（１） 小児慢性特定疾病児童

の身体機能の状態を十分踏ま

えたものであって、必要な強

度と安定性を有するもの 

（２） 転倒予防、立ち上がり

動作の補助、移乗動作の補助、

段差解消等の用具となるもの 

８年 ６６，０００円 

入浴に介助を

要する者 

入浴補助用具 入浴時の移動、座位の保持、浴

槽への入水等を補助することが

でき、小児慢性特定疾病児童又

は介助者が容易に使用し得るも

の 

８年 ９９，０００円 
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常時介助を要

する者 

便器 小児慢性特定疾病児童が容易に

使用し得るもの（手すりをつけ

ることができる。） 

８年 ４，９００円 

自力で排尿す

ることができ

ない者 

特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので

小児慢性特定疾病児童又は介助

者が容易に使用し得るもの 

５年 ７３，７００円 

発作等により

頻繁に転倒す

る者 

頭部保護帽 転倒の衝撃から頭部を保護でき

るもの 

３年 １３，３８０円 

呼吸器機能に

障害のある者 

電気式たん吸

引器 

小児慢性特定疾病児童又は介助

者が容易に使用し得るもの 

５年 ６２，０４０円 

体温調節が著

しく難しい者 

クールベスト 疾病の症状に合わせて体温調節

のできるもの 

１年 ２２，０００円 

紫外線に対す

る防御機能が

著しく欠け

て、がん又は

神経障害を起

こすことがあ

る者 

紫外線カット

クリーム 

紫外線を遮断できるもの ― ４１，５８０円 

（年額） 

呼吸機能に障

害のある者 

ネブライザー 小児慢性特定疾病児童又は介助

者が容易に使用し得るもの 

５年 ３９，６００円 

人工呼吸器の

装置が必要な

者 

パルスオキシ

メーター 

呼吸状態を継続的にモニタリン

グすることが可能な機能を有

し、小児慢性特定疾病児童又は

介助者が容易に使用し得るもの 

５年 １７３，２５０円 

人工肛門を造

設した者 

ストーマ装具

（蓄便袋） 

小児慢性特定疾病児童又は介助

者が容易に使用し得るもの 

― １１３，５２０円 

（年額） 

人工膀胱を造 ストーマ装具 小児慢性特定疾病児童又は介助― １４９，１６０円 
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設した者 （蓄尿袋） 者が容易に使用し得るもの （年額） 

人工呼吸器の

装着又は気管

切開が必要な

者 

人工鼻 小児慢性特定疾病児童又は介助

者が容易に使用し得るもの 

― １２８，７００円 

（年額） 

別表第２（第６条関係） 

階層区

分 

階層細区分 負担額（月額） 

A 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯（単

給世帯を含む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）による支援給付受給世帯 

０円 

B 市町村民税が非課税の世帯（Aの階層に属する世帯を除く。） １，１００円 

C 市町村民税の均等割のみが課されている世帯 ２，２５０円 

D１ 市町村民税が課

税されている世

帯であって、当該

市町村民税の所

得割の額の区分

が次の区分に該

当する世帯（Cの

階層に属する世

帯を除く。） 

３，０００円以下 ２，９００円 

D２ ３，００１円以上５，８００円以下 ３，４５０円 

D３ ５，８０１円以上８，７００円以下 ３，８００円 

D４ ８，７０１円以上１３，０００円以下 ４，２５０円 

D５ １３，００１円以上１７，４００円以下 ４，７００円 

D６ １７，４０１円以上２２，４００円以下 ５，５００円 

D７ ２２，４０１円以上２８，２００円以下 ６，２５０円 

D８ ２８，２０１円以上５８，４００円以下 ８，１００円 

D９ ５８，４０１円以上７５，０００円以下 ９，３５０円 

D１０ ７５，００１円以上９６，６００円以下 １１，５５０円 

D１１ ９６，６０１円以上１２１，８００円以下 １３，７５０円 

D１２ １２１，８０１円以上１７５，５００円以下 １７，８５０円 

D１３ １７５，５０１円以上２２１，１００円以下 ２２，０００円 

D１４ ２２１，１０１円以上３８０，８００円以下 ２６，１５０円 

D１５ ３８０，８０１円以上５４９，０００円以下 ４０，３５０円 
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D１６ ５４９，００１円以上５７９，０００円以下 ４２，５００円 

D１７ ５７９，００１円以上７００，９００円以下 ５１，４５０円 

D１８ ７００，９０１円以上８４９，０００円以下 ６１，２５０円 

D１９ ８４９，００１円以上１，０４１，０００円以

下 

７１，９００円 

D２０ １，０４１，００１円以上 用具の給付に係

る費用の全額 

備考 

１ 同一の世帯から２人以上の対象者が用具の給付を受ける場合は、その月の負担額

の最も高額な対象者以外の対象者に係る負担額については、この表の規定にかかわ

らず、当該負担額に０．１を乗じて得た額（その額に１０円未満の端数があるとき

は、これを１０円に切り上げた額）（D２０の階層においてその額が８，５６０円に

満たない場合は、８，５６０円）とする。 

２ 階層区分の認定は、用具の給付を受ける対象者を現に扶養している扶養義務者全

てについて用具の給付の申込みのあった日の直前の７月１日における市町村民税の

課税状況等を基に行う。 

３ 市町村民税が非課税の世帯とは、対象者と同一の世帯に属する者が、市町村民税

を課されない者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１１

号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の

明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女

子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第２９５条第１

項（第２号に係る部分に限る。以下同じ。）の規定により市町村民税が課されない

こととなる者、同法第２９２条第１項第１２号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚

した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」と

あるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの）」

と読み替えた場合に同法第２９５条第１項の規定により当該市町村民税が課されな

いこととなる者及び第３２３条の規定により市町村民税を免除された者を含む。）

である世帯をいう。 

４ 市町村民税の額は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦

控除等のみなし適用に係る取扱いについて（平成３０年８月３０日付け健発０８３
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０第７号厚生労働省健康局長通知）を適用して計算する。 

５ 所得割の額を計算する場合には、地方税法第３１４条の７、第３１４条の８、附

則第５条第３項及び附則第５条の４の２第５項の規定は、適用しない。 
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別記様式（第３条関係） 

 


